
駐車許可・駐車除外制度

改正の概要（令和７年７月１日）

交通規制課 管理係 ０２６（２３３）０１１０

（内線5163～5165）

（祝日を除く月曜日から金曜日 午前９時～午後４時）

お問合せ先

・申請書の統一（駐車許可・駐車除外）

・駐車許可に係る用務に貨物集配が含まれる

・駐車除外対象に、保健師、看護師、助産師を追加

・駐車場所が複数警察署にまたがる場合、一警察署

で一括受理

※詳しくは、交通規制課管理係にお問い合わせ

ください。

許可証の申請は各警察署へ


